
ご家族のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご家族が亡くなられた際の、市役所などでの主な手続きについて
掲載しました。
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区分 手続きが必要な人 主な手続き 担当課

住民登録
印鑑登録をしている方 ●印鑑登録証(カード)の返還

障害者等専用駐車場利用証をお持ちの方 ●障害者等専用駐車場利用証の返還

市税(市県民税・固定資産税・国保税等)を
納めている方

●課税状況の説明等　●引落口座登録の変更
●還付振込口座の登録

原動機付自転車(125cc以下)・
小型特殊自動車を所有している方 ●廃車手続き　●名義変更

身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳の
いずれかを所有している方

●各種障害者手帳の返納
●心身障害者扶養共済の届出(弔慰金の請求)
●福祉タクシー券の返納
●高速道路障害者割引(ETC利用)の登録削除の届出
●NHK受信料の免除事由消滅の届出
●自動車税等の減免事由消滅の届出

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当
のいずれかを受給している方 ●資格喪失届の提出　●未支払手当請求書の提出

土地又は家屋を所有している方 ●納税義務者の変更　●未登記家屋の名義変更
●共有物件代表者の変更

年金

国民年金に加入している方 ●遺族基礎年金の請求　●寡婦年金の請求
●死亡一時金の請求

国民年金または厚生年金を受給している方 ●未支給年金請求　●遺族基礎年金請求
●遺族厚生年金請求

共済年金を受給している方 各共済組合へ直接お問い合わせください。

健康保険
下松市国民健康保険に加入している方 ●各種証の返納　●葬祭費の支給申請

●高額療養費の支給申請等

後期高齢者医療保険に加入している方 ●各種証の返納　●葬祭費の支給申請
●高額療養費の支給申請等

65歳以上または介護認定を受けている方

●各種証の返納
●送付先の変更　●介護保険料の精算等
●高額介護サービス費等の支給申請(必要な場合のみ)
●要介護認定申請中の方の取り下げ手続き
　(必要な場合のみ)

介護保険

税金

子ども

上下水道

障害

原動機付
自転車等

福祉医療費受給者証をお持ちの方 ●福祉医療費受給者証の返還

特別児童扶養手当を受給している方 ●受給者死亡の届出、未払分の請求
●新たに認定請求

特別児童扶養手当の支給対象児童 ●資格喪失の届出

心身障害者扶養共済の加入者 ●年金の請求

該
当 済

マイナンバーカード及び通知カード、
住民基本台帳カードをお持ちの方 ●カードの返納

児童扶養手当の支給対象児童または受給者の方、
配偶者が亡くなられた方
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子がいる家庭)

(児童扶養手当支給対象児)●資格喪失届または額改定届
(児童扶養手当受給者)●受給者死亡届、未支払請求書
(配偶者が亡くなられた18歳に達する日以後の最初の
3月31日までの間にある子どもがいる方)●新規認定請求

児童手当の支給対象児または受給者である方 (児童手当の支給対象児)●受給事由消滅届または額改定届
(児童手当の受給者)●受給事由消滅届、未支払請求書

上水道、下水道を使用されていた方 ●名義変更　●使用人数変更
●閉栓　●振替口座の変更

市営住宅 市営住宅に入居している方 ●明渡届　●承継承認申請書
●同居親族等異動届　●駐車場返還届

墓地 市営墓地の使用者、納骨をされる方 ●墓地の承継の届出
●納骨の届出

ペット

環境

農地

犬を飼っている方 ●所有者の変更届

し尿のくみ取りをしている方 ●解約又は変更の届出

農地を相続された方 ●相続による農地等の権利取得届書の提出
　(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

農業委員会
☎0833-45-1877

環境推進課廃棄物対策係
☎0833-45-1829

環境推進課環境保全係
☎0833-45-1826

環境推進課環境保全係
☎0833-45-1826

住宅建築課住宅係
☎0833-45-1851

上下水道局1階料金センター
☎0833-45-1883

こども家庭課相談支援係
☎0833-45-1873

こども未来課こども政策係
☎0833-45-1836

障害福祉課障害福祉係
☎0833-45-1835

障害福祉課障害福祉係
☎0833-45-1835

障害福祉課障害福祉係
☎0833-45-1835

障害福祉課障害福祉係
☎0833-45-1835

障害福祉課障害福祉係
☎0833-45-1835

障害福祉課障害福祉係
☎0833-45-1835

障害福祉課障害福祉係
☎0833-45-1835

税務課市民税係
☎0833-45-1815

税務課固定資産税係
☎0833-45-1816

税務課収納対策係
☎0833-45-1814

高齢福祉課介護保険係
☎0833-45-1831

保険年金課国民健康保険係
☎0833-45-1823

保険年金課国民健康保険係
☎0833-45-1823

保険年金課年金係
☎0833-45-1824

保険年金課年金係
☎0833-45-1824

市民課マイナンバーカード
交付窓口 ☎0833-45-1847

市民課戸籍住民係
☎0833-45-1822

市役所での手続きチェックリスト
該当する項目に印をつけ、手続きが完了したら"済"の欄にチェック　をしましょう。
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手続きの種類区分 主な手続き 問い合わせ先など

市
役
所
以
外
で
の
手
続
き

遺言書 検認・開封 山口地方裁判所周南支部　周南市岐山通り2-5
☎0834-21-2698

運転免許証 返納 下松警察署　下松市大手町３丁目２番１号
☎0833-44-0110

不動産登記関係 土地・家屋等相続登記 山口地方法務局周南支局　周南市周陽2丁目8-33
☎0834-28-0244

国税関係
(相続税、所得税、消費税) 相続税・所得税・消費税申告

徳山税務署　周南市今宿２丁目３５
☎0834-21-1010（自動音声ガイダンス）

軽四輪及び二輪
(125㏄超) 名義変更または廃車

【軽四輪】軽自動車検査協会 山口事務所
☎050-3816-3085(自動音声ガイダンス)
【二輪】中国運輸局 山口運輸支局
☎050-5540-2073(自動音声ガイダンス)

該
当 済

下松市国民健康保険・
後期高齢者医療制度
以外の健康保険

各種証の返納 勤務先等

生命保険 死亡保険金の請求・
入院給付金の請求等 加入している生命保険会社

預貯金口座 口座凍結解除手続き 各金融機関　等

株式等 名義変更 各証券会社　等

固定電話・携帯電話 契約継承・解約 各契約会社　等

インターネット 名義変更・解約 各契約会社　等

ＮＨＫ受信料 名義変更・解約 フリーダイヤル　☎0120-151515
有料ダイヤル　  ☎050-3786-5003

電気・ガス料金等 名義変更・解約 領収書に記載されている会社及び営業所

クレジットカード 解約 各契約会社

ケーブルテレビ 名義変更・解約 各契約会社

国債を所有していた方 記名変更・償還金受領 償還金支払場所または証券保険証書に記載の
郵便局

普通自動車 税金(自動車税)に関すること
及び名義変更等

【自動車税】周南県税事務所 ☎0834-33-6411
【名義変更等】中国運輸局 山口運輸支局
☎050-5540-2073(自動音声ガイダンス)

市役所以外での主な手続き一覧
該当する項目に印をつけ、手続きが完了したら"済"の欄にチェック　をしましょう。

期限はありません。

印鑑登録をしている方

●印鑑登録証（カード）の返還　□ 印鑑登録証
亡くなられた方の印鑑登録は廃止となります。印鑑登録証(カード)は、市役所市民課窓口にお返しいただくか、廃棄してください。

下松市役所１階⑤番窓口

マイナンバーカード及び通知カード、住民基本台帳カードをお持ちの方
死亡届によって、カードの使用はできなくなります。

期限はありません。※法令上返納義務はありません。

●カードの返納　□ マイナンバーカード　□ 住民基本台帳カード　□ 通知カード

下松市役所１階5Ｍ窓口

国民年金に加入している方
手続き内容や必要なものは、ご遺族の状況や加入していた年金制度により異なりますので、ご来庁時に窓口にてご案内いたします。
下記以外の書類が必要な場合があります。

●遺族基礎年金の請求
□ 請求者の戸籍謄本(亡くなった方との続柄が明らかなもの)　□ 請求者の預金通帳
□ 請求者のマイナンバーが分かる書類　□ 亡くなった方の年金手帳
●寡婦年金の請求
□ 請求者の戸籍謄本(亡くなった方との続柄が明らかなもの)　□ 請求者の預金通帳
□ 請求者のマイナンバーが分かる書類　□ 亡くなった方の年金手帳
●死亡一時金の請求
□ 請求者の戸籍謄本(亡くなった方との続柄が明らかなもの)　□ 請求者の預金通帳
□ 請求者のマイナンバーが分かる書類　□ 亡くなった方の年金手帳

亡くなられてから１４日以内下松市役所１階⑦番窓口

国民年金または厚生年金を受給している方
手続き内容や手続き場所、必要なものは、ご遺族の状況や受給年金の種類により異なりますので、ご来庁時に窓口にてご案内いたします。
下記以外の書類が必要な場合があります。 ※遺族厚生年金の請求窓口は徳山年金事務所(要予約)となります。

●未支給年金請求
□ 請求者の戸籍謄本(亡くなった方との続柄が明らかなもの)　□ 請求者の預金通帳
□ 請求者のマイナンバーが分かる書類　□ 請求者の本人確認書類
●遺族基礎年金請求
□ 請求者の戸籍謄本(亡くなった方との続柄が明らかなもの)　□ 請求者の預金通帳
□ 請求者のマイナンバーが分かる書類　□ 請求者の本人確認書類
●遺族厚生年金請求
□ 請求者の戸籍謄本(亡くなった方との続柄が明らかなもの)　□ 請求者の預金通帳
□ 請求者のマイナンバーが分かる書類　□ 請求者の本人確認書類

亡くなられてから１４日以内 下松市役所１階⑦番窓口 

市役所での手続き

P02 P03
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亡くなられてから１４日以内

共済年金を受給している方

各共済組合へ直接お問い合わせください。

手続きに必要なものは、各共済組合にお問い合わせください。

各共済組合

下松市国民健康保険に加入している方
保険証等各種証の返納をお願いします。葬祭を行った方（喪主）の申請により、葬祭費が支給されます。代表相続人に対して、
高額療養費等及び保険税の精算に関するお手続きをご案内します。あわせて、通知書等の送付先の確認を行います。

下松市役所１階⑧番窓口

●各種証の返納　□ 保険証等
●葬祭費の支給申請
□ 葬祭を行った方(喪主)名義の通帳　□ 葬祭を行った方(喪主)の身分証明書
□ 次の書類のうち1点
 　(会葬礼状、喪主のフルネームの記載のある葬儀費用の領収書または請求書)
●高額療養費の支給申請等　
□ 代表相続人の振込先のわかるもの
□ 死亡者と代表相続人が同一世帯でない場合、続柄のわかる戸籍(写し)

後期高齢者医療保険に加入している方
保険証等各種証の返納をお願いします。葬祭を行った方（喪主）の申請により、葬祭費が支給されます。代表相続人に対して、高額
療養費等及び保険料の精算に関するお手続きをご案内します。あわせて、通知書等の送付先の確認を行います。

●各種証の返納　□ 保険証等
●葬祭費の支給申請
□ 葬祭を行った方(喪主)名義の通帳　□ 葬祭を行った方(喪主)の身分証明書
□ 次の書類のうち１点
　（会葬礼状、喪主のフルネームの記載のある葬儀費用の領収書または請求書）
●高額療養費の支給申請等
□ 代表相続人の振込先のわかるもの
□ 死亡者と代表相続人が同一世帯でない場合、続柄のわかる戸籍（写し）
下松市役所１階⑧番窓口

65歳以上または介護認定を受けている方
介護保険証等各種証の返納をしていただきます。
介護保険料の精算等、後日関係書類を送付しますので、書類の送付先変更手続きは必ずお願いいたします。

●各種証の返納　□ 保険証等
●送付先の変更　□ 届出人の本人確認書類
●介護保険料の精算等
□ 代表相続人の振込先のわかるもの　□ 届出人の本人確認書類
□ 死亡者と代表相続人が同一世帯でない場合、続柄のわかる戸籍(写し)
●高額介護サービス費等の支給申請(必要な場合のみ)
□ 代表相続人の振込先のわかるもの　□ 届出人の本人確認書類
□ 死亡者と代表相続人が同一世帯でない場合、続柄のわかる戸籍(写し)
●要介護認定申請中の方の取り下げ手続き(必要な場合のみ)　□ 届出人の本人確認書類
下松市役所１階⑨番窓口

高額介護サービス費は、支給の原因事実発生から２年以内に申請しないと時効となります。

P04 P05(広告)
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市税(市県民税・固定資産税・国保税等)を納めている方

●課税状況の説明等
□ 死亡者と代表相続人が同一世帯でない場合、続柄がわかる戸籍（写し）
□ 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)
●引落口座登録の変更　□ 通帳又はキャッシュカード　□ 印鑑(通帳の届出印)
●還付振込口座の登録　□ 通帳又はキャッシュカード

課税の状況について説明します。今後の納付方法や税の還付が発生した場合の還付先等について確認します。

下松市役所１階②番窓口

土地又は家屋を所有している方

●納税義務者の変更
□ 死亡者と代表相続人が同一世帯でない場合、続柄のわかる戸籍(写し)
●未登記家屋の名義変更　必要な書類は、担当窓口にご確認ください。
●共有物件代表者の変更

土地・家屋の所有者が亡くなった後、登記により所有者の変更がされるまでの間、納税通知書等を受け取っていただく現所有者
(相続人)代表者の届出が必要です。

下松市役所１階④番窓口

すみやかに

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車を所有している方

●廃車手続き
□ 相続人（届出人）の本人確認書類　□ 標識交付証明書　□ ナンバープレート
●名義変更　□ 相続人(届出人)の本人確認書類　□ 標識交付証明書

お亡くなりになられた方が原動機付自転車(125㏄以下)や小型特殊自動車を所有していた場合、市窓口で名義変更または廃車の
手続きが必要です。なお、4月1日までに軽自動車等の名義変更や廃車の手続きが完了しない場合は、現に所有していない相続人
代表者へ納税通知書を送付することがあります。

下松市役所１階③番窓口

すみやかに

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを所有している方

●各種障害者手帳の返納　□ 各種障害者手帳
●心身障害者扶養共済の届出(弔慰金の請求) ※心身障害者扶養共済に加入していた場合
□ 加入者(保護者)の住民票の写し(原本)　□ 対象心身障害者の住民票除票の写し(原本)
□ 加入者(保護者)の金融機関の通帳等
●福祉タクシー券の返納　□ 福祉タクシー券
●高速道路障害者割引(ETC利用)の登録削除の届出
●NHK受信料の免除事由消滅の届出（NHKへ届出）
●自動車税等の減免事由消滅の届出(自動車税:県税事務所へ届出)

返還の手続きが必要です。

下松市役所１階⑰番窓口

すみやかに

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当
のいずれかを受給している方

●資格喪失届の提出
●未支払手当請求書の提出　□ 遺族名義の金融機関の通帳等

下松市役所１階⑰番窓口

すみやかに

障害者等専用駐車場利用証をお持ちの方

●障害者等専用駐車場利用証の返還　□ やまぐち障害者等専用駐車場利用証

下松市役所１階⑰番窓口

医療費の清算終了後すみやかに

福祉医療費受給者証(重度心身障害者用)をお持ちの方

●福祉医療費受給者証の返還　□ 福祉医療費受給者証(重度心身障害者用)

下松市役所１階⑰番窓口

すみやかに

特別児童扶養手当の支給対象児童

●資格喪失の届出　□ 特別児童扶養手当証書

下松市役所１階⑰番窓口

すみやかに

特別児童扶養手当を受給している方
●受給者死亡の届出、未払分の請求
□ 特別児童扶養手当証書　□ 支給対象児童名義の金融機関の通帳等
●新たに認定請求
□ 戸籍謄(抄)本等(前受給者の死亡が記載されているもの)
□ 請求者名義の金融機関の通帳等　□ 請求者及び対象児童の個人番号が確認できるもの

下松市役所１階⑰番窓口

すみやかに

心身障害者扶養共済の加入者

●年金の請求
□ 心身障害者の住民票の写し(原本)　□ 加入者の住民票除票の写し(原本)
□ 加入者の死亡診断書等(原本)　□ 年金振込先の金融機関の通帳等

心身障害者の保護者の方で心身障害者扶養共済に加入されている方が死亡された場合は、心身障害者扶養共済年金を請求する
ことができます。

下松市役所１階⑰番窓口
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児童手当の支給対象児または受給者である方

なるべく早めに手続きをしてください(原則15日以内)。

(児童手当の支給対象児)●受給事由消滅届または額改定届
(児童手当の受給者)●受給事由消滅届、未支払請求書
□ 支給対象児名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード

下松市役所１階㉓番窓口

配偶者が亡くなられた方で、２０歳未満の子に一定の障害がある場合も対象となります。詳しくは担当課にお問い合わせください。

なるべく早めに手続きをしてください。（亡くなられた日から１４日以内）

(児童扶養手当支給対象児)●資格喪失届または額改定届
□ 児童扶養手当証書
（児童扶養手当受給者）●受給者死亡届、未支払請求書
□ 児童扶養手当証書　□ 支給対象児名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
（配偶者が亡くなられた１８歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間にある子どもがいる方）●新規認定請求
必要な書類は世帯の状況により異なるため、担当窓口にご確認ください。

下松市役所１階㉑番窓口

児童扶養手当の支給対象児童または受給者の方、
配偶者が亡くなられた方(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の間にある子がいる家庭)

上水道、下水道を使用されていた方
名義変更や閉栓の手続きが必要です。井戸水を使用されていた場合は、人数変更手続きが必要です。電話での手続きも可能です。

すみやかに

●名義変更　●使用人数変更　●閉栓
納入通知書等、上下水道局発行の印刷物があると、スムーズに手続きができます。
●振替口座の変更
上下水道局では手続きできません。
市内に支店がある金融機関の窓口での手続きが必要です。

上下水道局1階料金センター

市営住宅に入居している方
世帯員が死亡した場合に必要な手続きです。
ただし、追加の手続きが発生する場合があるため、事実発生時は必ず担当課へご連絡ください。

おおむね１か月以内

下松市役所２階①番窓口

●明渡届　●承継承認申請書　●同居親族等異動届　●駐車場返還届
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《おい・めい》 《おい・めい》

《義理の兄弟》

配偶者故人

《故人の兄弟》

孫孫孫孫孫孫孫孫孫孫孫孫

曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫曾孫

《子と子の配偶者》

１

１ １ １ １ １ １ １ １

１ １ １

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

3

2

3

2

3

3 3 3

家系図 ※数字は親等数

《父方のおじ･おば》 《母方のおじ･おば》

市営墓地の使用者、納骨をされる方
個別の状況に応じて別途、ご提出いただくものがあります。事前にお問い合わせください。

なるべく早めに手続きをしてください。

●墓地の承継の届出
□ 承継人が市外在住の場合は本籍地記載の住民票
●納骨の届出
□ 火葬許可証

下松市役所２階⑪番窓口

犬を飼っている方
犬の飼主が亡くなった場合に手続きが必要です。

すみやかに（３０日以内）

下松市役所２階⑪番窓口

●所有者の変更届

し尿のくみ取りをしている方
名義変更又はくみ取りを中止する際には手続きが必要です。
なお、浄化槽に関する手続きについては、ご契約されている各業者に直接お問い合わせください。

なるべく早めに手続きをしてください。

下松市役所２階⑫番窓口

●解約又は変更の届出

農地を相続された方
下松市内の農地を相続等で取得したときは、下松市農業委員会に届出が必要です。届出様式(相続等の届出等)はホームページに
掲載しております。郵送での提出も受け付けています。
(＊届出は、相続登記が完了後に提出してください。)

権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内の期間

下松市役所４階⑦番窓口

●相続による農地等の権利取得届書の提出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
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※コピーしてご使用ください。

P12 表03(広告)
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